
15 家族療法事業の実践例（兵庫県・横浜市）について   



兵庫県における  

家族再生指導事業から  

ペアレントtトレーニングの試み  

兵庫県中央こども家庭センター  

田中隆志   



兵庫県における虐待対策への取組み  

平成13年8月小1男児致死遺棄事件の教訓  

から、児童虐待防止専門家会議の5項目の  
提言を受ける 。  

・親子に対する継続的フォロー体制の整備  

・関係機関の連携強化  

・児童養護施設などの体制整備  

・相談指導、 一時保護体制の強化  

・地域での虐待防止   



児童虐待防止緊急対策  
相談援助体制の強化  
・児童虐待対応専門チームの配置   

虐待対応への強化を図るため、各センターに1チーム（西宮   
は2チーム）を配置。1チームに児童福祉司2～3名、心理判定   
員1名、保健師1名  

・24時間ホットラインの設置   

夜間、休日を含めた相談体制の整備拡充を図るため児童  
虐待相談員を中央こどもセンターに配置。   
夜間や休日の電話相談に対応し、必要に応じて各センター  

の管理監督職員と連携し、保護等を行う。  

－一時保護所の拡充  

一時保護所を増築し、一時保護定員を40名と倍増。   



家族再生支援チームの配置  

親子に対する継続的フォロー体制の整備  

に留まらず 子ども虐待への究極の援助は保護 、  

親子関係の修復や子どもの家庭復帰への支援  

にあるとの考えから、家族再生支援チームを配  

置した。   



虐待対策の両輪としての2チーム  

虐待対応専門チーム  

虐待の通報に対して速やかな安全確認を行い、  

被虐待児の安全保護のため、必要な立入調査、  

一時保護等を行い、適切な処遇を図る。  

家族再生支援チーム  

親子分離となった家族の再統合に向けた援助  

体制を整え、再生支援を実践する。   



家族再生指導事業への展開  

親指導マニュアル作成会議の開催   

主務課である児童課から会議の召集がなされ、  

各センターから課長（心理担当）、児童福祉司  

1名ずつが参加し、平成15年8月から検討を開  

始し、ガイドラインとしての「虐待をした親等への  

家族再生支援プログラム」を作成した。   



「虐待をした親等への家族再生支援  

プログラム」の趣旨  

1児童相談所と施設との関係   
児童相談所は、重篤なケースに遭遇すると 

、 親子分離をいかに速やかに行えるかがテーマと  
なり、そのことが大きな仕事と位置づけられてい   
たところがある。  
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2 親指導の現状   

親指導の必要性が唱えられて久しいが、実践  

的にそのノウハウが蓄積され、共有されてきたと  

は言いがたい現実がある。実際場面では、一 部  

の経験豊かな職員の手に委ねられていただけで  

あったことが、親子関係の修復や家庭復帰をより  

困難にしてきた一因であったとも言える。   



究極の目標   3 親子分離の   

親子関係の修復や家庭復帰に向けた具体的   

な方向性の提示は、援助指針の作成において   
も有効であり、子どもの家庭復帰に向けた目標   
となり、保護者自身の積極的な参加が得られ   
ることとなり、また、親■施設・児童相談所が共   
通の目標と意識できることから理解と協力関係   

が相互に保たれ、家族再生に向けての実効あ   
る取り組みにつながると期待できる。   



家族再生指導事業の目的  

虐待を理由に親子分離し、   
施設に入所した子どもとその家族に対し、  

再統合に向けた専門的援助を行い、  
円滑な家庭復帰を目指した援助の試み  

H15 兵庫県こどもセンター家族再生支援プログラム   

を作成（先進の東京都、愛知県からの情報提供）  
H16 兵庫県家族再生指導事業の開始  

・1・家族再生支援チーム＝・の編成   



施設充足率  

施設別児童 在籍状況（県所管施設）H18．3末現在  

（暫定）   

定員   入所数  中央  西宮  盾彪  ．富原  充足率   
乳児院   110   91   Jワ   ββ   β／   巴   82．7％   

児童養護   967   924  2β7  β乃  2タ7   ヱ2   95．5％   

自立支援   80   82   ／タ   イタ   ／β   β   102．5％   

情短施設   35   35   ／∫   ／♂   β   β   100．0％   
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兵庫県こども家庭センター  
家族再生支援プログラム全体図  

ケースの情報の  

一元的管理  ども家庭センタ  

・子どもの生活状況  
聴取  

・定期的な心理検査  

の実施  

・虐待の影響による  
問題行動への対応  

（子どものケア）  

一生活状況の聴取  

■施設での子どもの   

情報の伝達  

■親への個別面接指導  －
N
A
O
－
 
 

施設入所による  

親子分離  
「家庭支援のための  

チェックリスト」を  
用いた家庭機能のア  
セスメントにより指  
導プログラムの実施  
を決定する。   

家族再生支援チームによる  

アセスメント  

（家庭機能の評価）  
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「個別指導」や  

「家族合同面接  

」とグループ指  

導の「ペアレン  
ト・トレーニン  

グ」はそれぞれ  

の特徴を生かし  
ながら、先行・  

並行して実施。  

「家族再生支援プログラム」の開始  

親子の関係改善を図る集中的な取り組み  

個別指導  へ○アレントトレーニンゲ  

（親ゲルーデ指導）  

家族合同  

面接指導  

（保護者）  

・家庭環境の指導  

（家族関係、生活面  
・経済面の状況把握  
や助言）  

■半年1クールの親業  
を学ぶ親グループ学  
習会、隔週10回  

1施設見学  

2 立ち会い  

の下による  
子どもとの  
面会  

・具体的な子育てを講  

義とロールプレイに  
よって学び、子育て  
技術の向上を目指す  

家庭復帰に向け  

、 子育ての技術  

を学び、具体的  
な実践を積む。  
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連携・情報共有  



◆  プログラムの段階が  

変わるときは、「家  
庭支援のためのチェ  
ックリスト」で評価  

・検証。  

プログラムの進行に合わせた  

中間アセスメント  

プログラムが終了し  

た時点で再び「家庭  

支援のためのチェッ  

クリスト」を用いた  

アセスメントを行う  

終了後については引  

き続き個別指導を続  

けていく。   
家 庭 復 帰  



役割  家族再生支援チームの  

進捗状況を確認のためのミーティング   

家族再生支援チームが毎月1回定例会議を開催し、   
事業の進捗状況を確認   

個別指導、家族合同面接、ペアレント・トレーニングの   
実施状況を各課、施設ごとに確認  

個別ケースのケースマネージメント   

個別ケースの状況変化への迅速対応を図るためのカ   
ンファレンスの実施   



家族支援のためのチェックリスト  
（平成14年2月、兵庫県こどもセンター作成）  

子  

ど  
口  親への恐怖心が消失、ないしは軽減していること（親と安定して向かい合えること）  

も の  
2  対人関係や情緒が安定し、環境や集団に適応可能であること  

状  

況  
3  虐待（親子関係不調）に対する事実認識に改善がみられる   

4  「虐待の事実（親子関係の不調）」認識と解決への努力が認められること  
親  

5  援助を求めていること（孤立していないこと）  

6  子どもへの衝動（怒り）のコントロールができること（虐待に至らないこと）  

家  
7  子供への認知に歪みがないこと（子どもの立場に立った見方や感じ方ができること）  

族  8  親が精神的に安定していること  

の  9  生活環境が安定していること  

状  
10  親子がお互いに楽しく過ごせること  

皿  親子がお互いに肯定的に評価しあえること  
況  

12  家族関係が安定していること（新しい家族ができている場合のみ記入）   

と関  
13  こどもセンターもしくは関係機関との相談関係が築かれていること  

の係  

関機  
14  施設職員との信頼関係が保たれていること  

係関            15  夫婦や家族に対して、地域社会のモニターが存在すること  



家族再生指導事業の3つの柱  

①個別面接指導  

従来型の保護者への面接相談  

② 家族合同面接  

親子の交流を図り、ロールプレイなどを通じ   
具体的な子育て方法の学習を援助する  

③ペアレント・トレーニング  

保護者のグループ指導（10回シリーズ）   



対象ケースの選定  

概ね6か月から1年以内に家庭復帰が見込まれ  

るケース  

①「自分の子育てが不適切であった」という自覚   

があること  

②「もっと上手に子どもにかかわりたい」という   

意欲があること  

③虐待をしたことを認めており、プログラムへの   
参加の動機付けが可能であること   




